　　　　　　　　　　　（令和８年１月版）
【破産事件特例用】
	生活保護を受給していない方の償還免除申請について
（事前セルフチェックシート）


生活保護を受給していない被 (ひ)援助者 (えんじょしゃ)（法テラスの援助を受けた方のこと）が、法テラスが立て替えた弁護士費用等の支払を免除されるためには、まず、下記の1の要件に該当すること、その上で、2と3両方の要件に該当する必要があります。
下記の１～３の要件に当てはまらない場合、免除の要件に該当せず、免除されません。要件に該当するかどうか、あらかじめご自身でご確認いただき、要件を満たす可能性があると考える場合に、「免除に関する確認票」の記入に進んでください。
なお、下記の要件を満たした上でも、事件の相手方等から得た、又は得る見込みのある経済的利益（現金や不動産など）がある場合には、償還充当（＝経済的利益から法テラスへの支払をすること）に関する要件も満たしていないと免除されません。また、ご自身で要件を満たしていると思われる場合でも、書類等を確認したところ、結果として免除要件に該当しないという場合もあります。その場合は、月々返済していただく必要がありますので、あらかじめご理解ください。
記
□　１．資力回復の見込みに関する要件（資力回復困難要件）
以下の①～⑤のうち、いずれかに該当すること
□　①　65歳以上の高齢者
□　② 重度又は中度の障害（※）のある方（※詳しい要件については４ページに記載しています。）
□　③ 重度又は中度の障害のある方を扶養している方
□　④ 病気で長期の療養を必要とするため、現に収入がなく、かつ今後１年程度の間に働くことが見込め
ない方
□　⑤ その他上記①～④に準ずる事由により、今後１～２年で、現在よりも生計が改善される見込みに乏
しい方

□　2．収入に関する要件（収入要件）　
本人及び配偶者（内縁関係含む）の収入金額が、住んでいる地域と家族の人数に応じて定められている収入基準額以下であること（基準については次のページに記載しています。）

□　3．資産に関する要件（資産要件）　
本人及び配偶者（内縁関係含む）の現金、預貯金その他の金融資産（保険、有価証券等）の合計額が
６６万円以下であり、自宅以外の不動産及び世帯あたり２台以上の車を保有していないこと


以上


　収入要件に関する基準　　法テラスHP
　生活保護の基準に定める一級地

　
右の二次元コード読取で確認できます

収入基準は、お住まいの地域（生活保護法の一級地かどうか）
と家族の人数によって異なります。
ご自身の居住地が生活保護法の一級地に当たるかどうかは
厚生労働省のホームページ又は法テラスの公式ホームページから確認できます。　
	家族の人数
	一級地以外
	一級地

	単身者
	127,400円以下
	140,140円以下

	２人家族
	175,700円以下
	193,270円以下

	３人家族
	190,400円以下
	209,440円以下

	４人家族
	209,300円以下
	230,230円以下

	以下、１名増加するごとに
	21,000円を加算
	23,100円を加算


※家族の人数は、被援助者ご本人、配偶者（内縁関係含む）及び扶養家族の合計人数です。

家賃又は住宅ローンを負担している場合は、以下の額を限度に、その全額を上記収入基準額に加算することができます。
	家族の人数
	東京都特別区以外
	東京都特別区

	単身者
	41,000円
	53,000円

	２人家族
	53,000円
	68,000円

	３人家族
	66,000円
	85,000円

	４人家族以上
	71,000円
	92,000円



　資産要件に関する補足　
①現金、預貯金その他の金融資産（保険、有価証券等）について
※その他の金融資産には、生命保険や学資保険、個人年金等の解約返戻金を含みます。
※資産の合計額が66万円を超える場合でも、当該資産を償還に充てることのできない合理的事情がある　
場合は、資産要件を満たすと判断することがあります。その際、書類の提出を求める場合があります。
※具体的な支出時期、金額が定まっていない「将来への備え」、「子の学費のため」などの理由は合理的事情と
して認められません。
②不動産について
※自宅の評価が高額な場合は、自宅のみの保有であっても、免除が認められない場合があります。
※自宅の他に不動産を保有していても、当該資産を償還に充てることのできない合理的事情がある場合は、
資産要件を満たすと判断することがあります。
③車について
※車の評価が高額な場合は、世帯あたり１台のみの保有であっても、免除が認められない場合があります。
※世帯あたり２台以上の保有であっても、当該資産を償還に充てることのできない合理的事情がある場合
は、資産要件を満たすと判断することがあります。

（令和８年１月版）
【破産事件特例用】
	免除に関する確認票



※自己破産申立事件に係る援助の立替金の償還につき、免責許可決定日から２か月以内に免除申請をする場合、破産申立書等の写しを、免除申請における収入及び資産に関する資料として利用することができます。
※破産申立書等の写しについては、必ず裁判所に提出し又は裁判所から受領した書類の写しを提出してください。

―注意事項―
· この「【破産事件特例用】免除に関する確認票」に虚偽の内容を記載した場合は、免除はできません。また、今後、法テラスを利用できない場合があります。
· 提出書類はコピーで構いません。
· 提出書類を原本で提出された場合でも、返却はいたしません。
· 書類をコピーする際は、A4サイズに統一してください。
· 書類をコピーする際は、印字が不鮮明でないか、見切れていないか、提出前に確認してください。
· 申告・提出された内容について、法テラスから追加で事情の確認や書類の提出を求める場合があります。
· 書類を提出したからと言って、必ず償還が免除されるものではありませんので、あらかじめご了承ください。
· 記入誤り、記入漏れ、チェック漏れ、書類の提出漏れがないか、最後にもう一度よく確認してください。
· 必要事項にチェックや申告がない場合、必要書類の提出がない場合などは、免除が認められない場合があります。
· この償還免除の制度は、償還未済額について償還を免除することができるものです。既にお支払済みの立替金を返金する制度ではありません。
法テラス公式HP
立替金の償還免除申請に関する
よくあるお問合せ
右の二次元コード読取で確認できます

申請にあたって必要な書類の提出方法のうち、ご質問が
多い内容については、法テラスの公式ホームページに
「立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ」を掲載して
いますので、ご参照ください。




以下の各項目にチェック✔と記入をし、「◆提出物◆」欄の書類を提出してください。
	◆提出物◆
	破産申立書等の写し
※必ず裁判所に提出し又は裁判所から受領した書類の写しを提出してください。

	□
	破産申立書の写し　※破産申立書の写しは次に掲げる①～④を含みます。

	□
	①
	申立書表紙

	□
	②
	陳述書又は報告書

	□
	③
	資産目録　（明細、別紙含む）

	□
	④
	家計収支一覧表

	□
	破産管財人報告書等（破産管財人が選任された事件の場合のみ）

	□
	破産手続開始決定書の写し（同時廃止の場合のみ）

	□
	免責許可決定書の写し



	1
	資力回復の見込みに関する要件


※前記破産申立書等の写しとして提出されるものについては、重複して提出いただく必要はありません。
	
	◆提出物◆

	□　①　年齢が65歳以上である
	なし

	□　②　次のいずれかに該当する障害がある
□　国民年金法による障害基礎年金の支給を受けている
□　厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けている
□　労働者災害補償保険法による障害補償給付を受けており、
身体障害等級が１級～７級である
□　身体障害者手帳１級～４級である
□　精神障害者福祉手帳１級～２級である
	○各種障害者手帳の写し

○障害年金受給書類
・　年金振込通知書
・　年金額改定通知書
・　年金証書

	
□ ③　上記②の障害のある者を扶養している

※「扶養している」とは、本人の収入によって、被扶養者の生活費の主たる部分を賄っていることをいいます。
	○被扶養者の各種障害者手帳の写し
　
○被扶養者の障害年金受給書類
・　年金振込通知書
・　年金額改定通知書
・　年金証書

	□ ④　病気により長期の療養が必要で、現に収入を得ておらず、かつ、今後１年程度の間に収入を得るために働くことが見込めない
	○就労の可否、程度について記載がある診断書
例：今後○年程度は就労困難。

	□ ⑤　上記①～④に準ずる理由により、今後１年～２年で、
現在よりも生計が改善される見込みに乏しい
※事情を具体的に記入してください。
例：要介護（寝たきり状態）の親を常時介護しており、自身の
他に介護する者がいないため、就労時間を増やせない。
　　 

	○左記の事情が分かる書類
・　介護保険被保険者証
・　診断書
・　療育手帳　　　　　など


　※上記の①～⑤のいずれかに該当する場合、２．収入に関する要件に進んでください。

	２
	収入に関する要件


1 家族について
－１．あなた（被援助者）には、配偶者（妻、夫又は家計を一緒にしているパートナー）がいますか。
…　□　いる　（　いる場合、下欄に記入をしてください　）　　　…　□　いない
－２．あなたと配偶者（妻、夫又は家計を一緒にしているパートナー）には、扶養（経済的な援助をして養うこと）をしている家族がいますか。
[bookmark: _Hlk218519789]…　□　いる　（　いる場合、下欄に記入をしてください　）　　　…　□　いない
	配偶者・扶養している家族の氏名
	続柄
	年齢
	平均月収
	家計への繰入額
	同居・別居

	
	
	歳
	円／月
	円／月
	□同居　□別居

	
	
	歳
	円／月
	円／月
	□同居　□別居

	
	
	歳
	円／月
	円／月
	□同居　□別居

	
	
	歳
	円／月
	円／月
	□同居　□別居



② 収入について
※下欄のうち、当てはまる収入全てに記入をしてください。
※破産申立時から収入に変化があった場合（就労開始・離職・婚姻・年金受給開始等）には、収入が確認できる資料（例：給与明細書、年金振込通知書、雇用保険受給者証等）を提出してください。
	収入内訳
	本人
	配偶者

	[bookmark: _Hlk216192323]給与収入注１
	円／月
	円／月

	賞与収入注２
	　　　　　　　　　　　　円／年
	　　　　　　　　　円／年

	自営業収入注1
	円／月
	円／月

	年金収入
	円／月
	円／月

	公的給付・手当
（傷病手当・障害者手当・失業給付・
育児休業給付など）
	円／月
	円／月

	婚姻費用・養育費
	円／月
	円／月

	親族等からの
金銭援助
	□受けている  →援助してくれる方との関係（　　　　　　　　　　　）
□ 毎月の援助額が決まっている　…（　　　　　　　　　　　　　　）円／月
□ 毎月の援助額は決まっていない
□受けていない

	親族等からの
住居、食事の提供
	□受けている  →提供してくれる方との関係（　　　　　　　　　　　　）　
□同居している　　□同居していない　
□受けていない


注１：直近の給与・自営業収入額から税金・社会保険料を引いた額を記入してください。
注２：年間の支給合計額を記入してください。就労して1年未満の場合、年間の満額支給見込み額を記入してください。

③ 支出について
※下欄のうち、当てはまる支出全てに記入をしてください。
※内容により、収入から控除できる場合があります。ただし、全額を控除できるわけではありません。
※破産申立時から支出に変化があった場合（転居・医療費等の増加等）には、支出が確認できる資料　　　　　（例：賃貸借契約書・医療費明細（２か月分）等）を提出してください。
	支出内訳
	金額

	家賃・住宅ローン
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円／月

	医療費・介護費
（毎月継続して、一定額発生するもの）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円／月

	その他やむを得ない出費
（毎月継続して、一定額発生するもの）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円／月

	親族等への生活費等の支払
	支払う相手との関係（　　　　　　）　支払う金額　　　　　　　　　円／月
□同居している　　□同居していない



	3
	資産に関する要件


現金、預貯金その他の金融資産（保険、有価証券等）の合計額が６６万円を超える場合には、原則として免除が認められません。
本人の資産に関する破産申立時からの変化及び配偶者の資産について、下欄に記入をするとともに、本人の資産について「増減があった」にチェック✔をした場合には、資産に関する資料を提出してください（配偶者の資産についても、内容によっては資料の提出を求める場合があります。）。
	本人
	□破産申立時（破産資料の資産目録）とほぼ同様である。

	
	□破産申立時（破産資料の資産目録）から大幅な増減があった。
　●増減があった理由（例：親族からの援助により預貯金が増加した。）
　　

	配　偶　者
	所有不動産
	□あり　※固定資産評価証明書（最新年度のもの）を提出してください。

	
	
	□なし

	
	自動車
	□あり（車種：　　　　　　　　　年式：　　　　　　　　）　　　　□なし

	
	現金・預貯金額
	合計額　（　　　 　　　 　　　　　　　）円

	
	保険の解約返戻金
	□あり （　　　　　　　　　　　　　　 ）円　　　　　　     　　□なし

	
	有価証券
	□あり （時価　　　　　　　　　　　 ）円　　　　　　  　　   □なし

	
	現金化可能な高額なもの（時価20万円以上）
	□あり　（品名　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　）　　　　□なし


＜合計額が66万円を超える場合＞　※該当する場合のみ記入してください。
医療費や教育費などで、具体的に支出時期が決まっている場合は、事情を記入してください。また、必ず支出金額と支出時期がわかる資料（見積書、請求書、領収書、納付書など）を提出してください。支出内容、支出金額について、やむを得ない支出であると法テラスで判断した場合には、その金額を資産の合計額から控除することが可能です。
なお、具体的な支払期日、金額が定まっていない「将来への備え」、「子の学費のため」などの理由は、やむを得ない支出と認める理由にはなりません。
例：病気治療中であり、手術費用として30万円を来月中に支払う予定がある。
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